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公益財団法人 ダイトロン福祉財団 

第１9 回障害者福祉助成金申込のご案内  
 

《趣 旨》  

 本年度も当財団の目的および事業に対する社会的要望に応えるため、障害福祉サービス事業

所等への資金援助を行うとともに、障害者の社会参加と生活向上等に関する調査研究のための

支援を行います。第 18 回の助成事業の効果を確認し、昨年と同様に特別助成事業も行います。 

 第 19 回助成金の公募については、下記の要綱のとおり総額５,０００万円 を限度として 

募集を実施致します。                 

 

《助成金申込要綱》  

                     記 

１． 助成対象事業 

 （１）障害福祉サービス事業所等に対する設備費等助成事業 （第 1 号事業） 

ア．助成対象 滋賀県内の障害福祉サービス事業所等の積極的な事業展開の 

         ために必要な設備、資材および作業所等環境改善に対する助成 

イ． 助成金額 1 件あたり１５０万円以内【但し、総事業費の８０％以内とする】 

      助成金総額 ３,３００万円以内   

      

 （２）障害者の社会参加の促進と生活向上等に寄与する調査研究のための助成事業 

   （第２号事業） 

ア．助成対象 滋賀県内の社会福祉法人、公益法人等が行う障害者福祉にかかる 

調査研究に対する助成 

イ．助成金総額 ２００万円以内 

ウ．助成件数 ３件程度 
 

 （３）特別助成事業 （第 3 号事業） 

   障害者の福祉向上に寄与する施設等に特別の助成を行う。但し、上記（１）、 

   （２）に含まれない、または（１）、（２）の枠を超える事業とする。 

ア．助成対象 滋賀県内の施設等（社会福祉法人、公益法人等含む） 

イ．助成金総額 1，５００万円以内   

ウ．助成件数 １０件程度 

 

２． 特記事項 

    国、地方公共団体等からの補助および他の民間助成団体からの助成と重複しての助成

は致しません。 
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３． 助成申請方法 

    助成金申請書に必要事項を記入のうえ、提出して下さい。 

   [申込書に添付の書類] 

① 事業計画書（別紙のとおり） 

② 見積書（物品等の場合は業者の指定はありません） 

※車の買替の場合（使用年数 10 年以上又は走行距離 10 万㎞以上が対象）は 

車検証のコピー、新規事業の場合はその用途を明記したもの 

③ 定款、寄附行為または規約（法人、団体の場合） ④ 役員名簿 

⑤ 直近の承認済収支決算書（令和元年度分が提出不可の場合は平成３０年度分） 
 

４． 申請書提出（送付）先 

  〒532-0003  大阪市淀川区宮原 4－6－11 ダイトロン（株）内 

  公益財団法人ダイトロン福祉財団  大阪連絡所 
 

５． 申請期間（郵送にて）：令和 2年 3月 9日（月）～令和 2年 4月 10日（金）消印有効 
 

６．助成決定 

助成の採否については、５月に開催する選考委員会で選考し、6月開催の理事会にお

いて決定後、6月下旬に個別に通知します。 
 

７．助成金の交付及び贈呈式 

    助成金は、贈呈式以降に交付します。 

    助成金贈呈式は、9月１日（火）ピアザ淡海を予定しています。 
 

８．事業完了報告 

 （１）第 1号事業及び第 3号事業については、助成事業終了後速やかに（令和 2年 

11月 30日（月）まで）に当財団に完了報告書を郵送にて提出願います。 
     
 （２）第２号事業については、助成決定後１年以内に完了報告書を提出願い 

    ます。（但し、令和 2年 11月 30日までに中間報告書を提出願います） 
 

９．助成の取り消し 

    助成事業の遂行が不可能と認められるとき、あるいは助成金が目的外に使用 

されたときは、助成の取り消しまたは助成金の返還を求めることがあります。 

 

連絡・問合わせ先：    公益財団法人ダイトロン福祉財団 

事務局長 森谷 敏春 

 TEL 06-6399-5016 FAX  06-6399-5216 

 E-mail アドレス： moritani@daitron.co.jp 
 

＊ 令和 2 年度の当財団助成金募集に関する情報は、社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会様の 

ウエブサイト、http://www.shigashakyo.jp/ の「助成金情報」にご掲載いただいております。

申込書等は、そこからダウンロードが可能です。（令和 2年 2月上旬から掲載中定） 

（2020.1.31） 
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